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認定手続きの流れ

長期法第５条 対象

第１項
注文住宅（新築）
所有住宅（増築・改築）

第２項(第３項)
建売住宅（新築）
買取再販住宅（増築・改築）

第４項
分譲マンション（新築）
買取再販分譲マンション（増築・改築）

第５項 管理組合による区分所有マンション（増築・改築）

第６項 所有住宅（既存）

第７項 管理組合による区分所有マンション（既存）

長期法第５条 対象

第１項
注文住宅（新築）
所有住宅（増築・改築）

第２項(第３項)
建売住宅（新築）
買取再販住宅（増築・改築）

第４項
分譲マンション（新築）
買取再販分譲マンション（増築・改築）

第５項 管理組合による区分所有マンション（増築・改築）

第６項 所有住宅（既存）

第７項 管理組合による区分所有マンション（既存）
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申請者（住宅所有者等） 所管行政庁

受 取
・住宅及び区分所有住宅

の所有者等

認定の通知（法第７条）
（第二号様式）

認定の申請
（法第5条第６項）

認定通知書
の作成

長期優良住宅維持保全計画

申請添付図書
ａ）設計内容説明書
ｂ）各種図面・計算書
ｃ）状況調査書・工事履歴書

認定申請書（第一号の三様式）

登録住宅性
能評価機関
→長期使用
構造等であ
るかの確認

不適合

認定しない旨の通知

申請
受付

認定基準への
適合審査

適 合

書類受取（書類の
不備等の確認）

※法第５条第６項に規定する住宅の所有者等が認定申請する場合についてのイメージ

インスペクター
→現況検査の実施

および
状況調査書の作成

・長期使用構造等である旨の確認書
・既存住宅建設住宅性能評価書

認定手続きの流れ
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認定基準への適合審査

変 更 の 認 定

変更認定の申請
（第三号様式）

認定長期優良
住宅維持保全計画

認定長期
優良住宅 認定計

画実施者

計画を変更する場合（軽微な変更
を除く）（法第８条）

通知
（第四号様式）

申請者（住宅の所有者等） 所管行政庁

報告の徴収

（法第12条）
建築及び維持保全の
状況に関する記録の

作成・保存
（法第11条）

報告の徴収

報告

助言・指導・改善命令

（法第13条・第15条）

助言・指導

改善命令

維持
保全

認定手続きの流れ
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各種法令・通知については国土交通省 長期優良住宅のページにて
ご確認頂けます。
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html）

情報公開について

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
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一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HPにおいて、以下の資料を公
開しております。（https://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/index.php）

・長期優良住宅に係る
認定基準 技術解説

・長期優良住宅
認定申請書作成の手引き

・長期優良住宅に係るQ＆A

情報公開について

https://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/index.php
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認定申請書の記載方法

認定申請書の記載方法 第一面

・長期法第５条第６項または第７項
のどちらの申請であるかを記載

第６項
→区分所有住宅以外の住宅の所
有者等が申請する場合

第７項
→区分所有住宅の管理者等が申
請する場合

本記載例はあくまでも一例です
（以下同じ）
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認定申請書の記載方法 第ニ面

➢規模の基準に則り、階段部分面積を
除いた専用部分面積を記載

➢新築又は増築・改築の時期を記載

➢８欄について、10欄が無の場合は
「別添設計内容説明書による」と、
10欄が有の場合は「別添確認書によ
る」「別添住宅性能評価書による」
等と記載

認定申請書の記載方法
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認定申請書の記載方法

認定申請書の記載方法 第四面

➢点検実施予定者の情報も記載
（事業者名・所在地）
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長期確認申請書の記載方法

確認申請書の記載方法 第一面

・長期法第５条第６項または第７項
の認定の申請に係るものは「既存」
を丸で囲みます。
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確認申請書の記載方法 第二面

区分所有住宅：長期法第５条第１項
に規定されているとおり、２以上の
区分所有者が存する住宅をいいます。

長期確認申請書の記載方法

➢【６．建て方】で「共同住宅等」
のチェックボックスに「レ」マー
クを入れた場合は、

【７．区分所有住宅の該当の有無】
の欄の該当するチェックボックスに
「レ」マークを入れてください
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住宅性能評価申請書の記載方法

設計住宅性能評価申請書の記載
方法 第三面

➢確認の求めを行う、かつ、共同住宅
等の場合は区分所有住宅であるかど
うかを記載します。

なお、住宅性能評価においては、区
分所有住宅であるかどうかが審査に
影響を及ぼす内容はありません。
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建設住宅性能評価申請書（既存
住宅）の記載方法 （第二面）

➢確認の求めを行う場合は新築
の時期や増築・改築の時期を記
載します。

住宅性能評価申請書の記載方法
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住宅性能評価申請書の記載方法

建設住宅性能評価申請書（既存
住宅）の記載方法 （第三面）

➢確認の求めを行う、かつ、共
同住宅等の場合は区分所有住宅
であるかどうかを記載します。
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認定申請書添付図書について

図書の
種類

明示すべき事項

設計
内容
説明書

住宅の構造及び設備が
長期使用構造等である
ことの説明

付近
見取図

方位、道路及び目標と
なる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界
線、敷地内における建
築物の位置、申請に係
る建築物と他の建築物
との別及び配

図書の
種類

明示すべき事項

工事
履歴書

新築、増築又は改築の
時期及び増築又は改築
に係る工事の内容

表１
図書の
種類

明示すべき事項

付近見
取図

方位、道路及び目標と
なる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界
線、敷地内における建
築物の位置、申請に係
る建築物と他の建築物
との別

各階平
面図

縮尺、方位、間取り、
各室の名称、用途及び
寸法、居室の寸法並び
に階段の寸法

表２ 表３

確認書等を添付しない場合

確認書等を添付する場合
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状況調査書について

図書の種類 明示すべき事項

状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

状況調査書の例（表紙） 状況調査書 各対象部位の記載例
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確認書及び住宅性能評価書の様式について
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住宅性能評価書及び確認書について
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住宅性能評価書及び確認書について
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➢ 本資料は、作成日時点で、当協会が一般に信頼できると判断した資料に
基づいて作成されたものですが、情報の正当性・確実性を当協会で保証
するものではありません。

➢ 本資料の著作権は当協会に属するものであり、本説明会動画の視聴目的
以外で、一部または全部を複写、写真複写あるいは、その他いかなる手
段において複製すること、また当協会による許可なくして再配布するこ
とを禁じます。


